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はじめに 
 

 

第２期狭山市社会福祉協議会中期経営計画の策定にあたって 

 

「第１期狭山市社会福祉協議会発展・強化計画」（以下、「第１期発展・強化計画」という。）

は、「第４期狭山市地域福祉計画」及び「第４期狭山市地域福祉活動計画」と連動する計画

として令和４年度に策定しました。以後、狭山市社会福祉協議会（以下、「本会」という。）

では、第１期発展・強化計画に定めた組織体制・事業運営に係る４本の基本方針に基づき、

地域共生社会の実現を目指した取り組みを進めてまいりました。 

この度、第 1 期発展・強化計画の期間満了にあたり、「第５期狭山市地域福祉計画」及び

「第５期狭山市地域福祉活動計画」と連動した、本会のより具体的な戦略計画として、組織

の変革や役職員の意識改革をはかり、既存事業・活動の見直しや新しい分野の事業展開を 

目指すため、発展・強化計画を中期経営計画と改め、第２期狭山市社会福祉協議会中期経営

計画（以下、「本計画」という。」を策定いたしました。 

 昨今の超高齢化に伴う社会保険費の増加や働き手不足、物価高騰などの社会的な課題を

抱え、さらに団塊ジュニア世代が高齢者となることで社会保障や経済に大きな影響を与える

2040 年問題の到来に向けて、今後、本会がどのように準備を進め、地域共生社会の更なる

実現を目指すのかを考えていく必要があります。このような中、令和７年には、国が所管す

る地域共生社会の在り方検討会議において中間報告がなされ、また、全国社会福祉協議会で

は社会福祉協議会基本要項 2025 が発表されたことから、今後、社会福祉協議会は地域共生

社会の「中核支援組織」として、また、「共助インフラ」として機能することで、地域をつ

なぎ、ともに地域を創っていく組織として存在意義を高めていくことが求められています。 

 こうした状況を踏まえ、本計画に掲げる行動指針では、地域福祉を推進する中核的な組織

である社会福祉協議会として、組織を単なる福祉サービス提供団体から地域共生社会を 

推進するエンジンへと進化させていくために、法人として時代に即した変革を続けていけ

ることを意識したものといたしました。 

本会では、個人や団体、関係機関等が行う地域課題の解決や地域づくりに取り組む活動を

支援し、誰からも信頼していただける法人として様々な取り組みを進めてまいります。 

引き続き、より多くの皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げます。 

 

令和８年３月吉日 

 

                     社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会 

                      会  長   宮 本  雄 司 
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１ 計画策定の背景 

現在の社会福祉法人狭山市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、昭和５３年５月

に社会福祉法人の許認可を得て、令和１０年には法人化５０周年を迎える中、地域福祉の方

向性や課題を改めて認識し、事業の拡充に向けて努めております。この間、本会の役割の一

つである、地域福祉への住民参加の促進を目的に、平成１９年度に第１期地域福祉活動計画

を策定しています。その後も、令和８年度からの第５期計画まで継続性をもって事業を実施

しています。 

 

 一方で、本会の基盤強化を目的とした「社会福祉協議会発展・強化計画」（※１）につい

ては、これまで地域福祉活動計画の一部として計画を推進してきた経緯があり、個別には策

定をしておりませんでしたが、本会の基盤強化の計画性をより明確にし、更なる地域福祉の

推進を図るため、第４期計画においては、活動計画とは別途、策定することとし、第４期計

画から１年遅れで、令和４年度からの第１期狭山市社会福祉協議会発展・強化計画（以下、

「第１期発展・強化計画」という。）を策定いたしました。 

 第１期発展・強化計画期間内においては、水富地域包括支援センターの運営を新たに受託

するほか、ＣＳＷの取り組み強化、広報力の強化として新たにインスタグラムによる広報活

動、地域福祉活動の見える化を図ることができるよう「狭山市地域資源情報サイト さやナ

ビ」を立ち上げるなどの取り組みを開始しました。 

 

 こうしたなか、第１期発展・強化計画が令和７年度で期間満了となることから、今後の５

年先、１０年先を見据えた本会の目指す姿を示す中長期計画として、新たに計画を策定しま

した。 

 

 

 

                                          

 

（※１）「社会福祉協議会発展・強化計画」 

全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会が令和２年７月に第２次改定した「市区町村社

協経営指針」において、これからの組織のすすむべき方向性を協議し、具体的な戦略をもっ

て経営を行う上でも「社会福祉協議会発展・強化計画」を「社会福祉協議会中期経営計画」

と名称を改めて策定推進が示されています。  

Ⅰ 計画の概要 
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２ 計画策定の目的 

 本会は、社会福祉法第１０９条に基づき、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域

住民や福祉関係団体等との協働により地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが支え合い

ながら安心して暮らすことのできる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを進めることを

使命としています。 

 社協中期経営計画は、社協としての使命を達成するために、様々な関係者や組織・団体と

協働する「連携・協働の場」（プラットフォーム）である社協の組織経営や社会福祉法第４

条（※２）に規定する地域福祉の推進を目的とした計画です。 

本計画書は、第１期発展・強化計画を踏まえ、国の情勢や社会福祉協議会に求められる役

割・期待などを加味し、今後の地域福祉の推進と地域共生社会（※３）の実現に向けた基盤

強化（組織体制・人材育成・事業運営等）のための計画として、「第２期狭山市社会福祉協

議会中期経営計画（以下「本計画」という。）」を策定するものです。 

 

 

 

                                          

 

（※２）社会福祉法第４条 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、

共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員

として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が

確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及

びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する

課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービ

スを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確

保される上での各般の課題を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機

関との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

（※３）地域共生社会 

地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながるこ

とで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指す考え方の

こと。 
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３ 地域福祉計画、地域福祉活動計画との関係 

狭山市の「第５期狭山市地域福祉計画」は、地域福祉の推進に向けた理念をはじめ、狭山

市の果たすべき役割を示す行政計画として策定されています。また、本会の「第５期狭山市

地域福祉活動計画」は、地域福祉の推進を目的に、地域住民や地域福祉活動団体、社会福祉

法人等が地域での具体的な取り組みを示す活動計画として策定しています。 

本計画は、「第５期狭山市地域福祉計画」での本会の役割と「第５期狭山市地域福祉活動

計画」での取り組みを推進する上で、本会が地域福祉推進の中核的組織として必要な基盤強

化と地域福祉活動について示した計画とします。 

 

市の計画（社会福祉法第１０７条に規定された行政計画） 

狭 山 市 地 域 福 祉 計 画 

 

 

 

住民の計画  社協の計画 

狭山市地域福祉活動計画  
狭山市社会福祉協議会 

中期経営計画 

 

 

４ 計画期間 

本計画の期間は、第５期狭山市地域福祉計画、第５期狭山市地域福祉活動計画との整合性

を図るため、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

 

 （年度） 

（計画名） ８ ９ １０ １１ １２ 

第２期狭山市社会福祉協議会 

中期経営計画 
     

第５期狭山市地域福祉計画      

第５期狭山市地域福祉活動計画      
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６ 計画の進行管理 

 本計画は、ＰＤＣＡサイクルを基本としながら、各部署で事業推進に取り組みます。 

 そして、計画の進行管理は、本会事務局の主査職以上から構成する「業務運営会議」と各

部署の「現場担当者会議」が担います。 

 「業務運営会議」にて行った重点項目などの事業評価を基に、理事会・評議員会にて今後

の方向性について協議を進めます。 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

計画 

計画の策定 

◎中期経営計画に

基づき、年次計画

を策定 

 

実施 

具体的な取り組み

の実施 

◎年次計画に基づ

き、事業を実施 PLAN DO 

 

 

 

見直し・改善 

改善策の検討 

◎評価に基づく改

善を図り、次年度

計画への反映 

 

評価 

取り組みの評価 

◎現場担当者会議

と業務運営会議で

年次評価の実施 ACTION CHECK 

 

  

ＰＤＣＡサイクル 
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【進行管理体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評議員会 

理事会 

監 事 

業務運営会議 

地域福祉活動 

推進会議 

中期経営計画 

職員検討会議 

現場担当者会議 部門間連携会議 

各部署職員 

矢印の種類 

報告･･･  

指示･･･  

提案･･･  

提言･･･  

承認･･･  

《構成》推進会議委員 

《役割》地域福祉活動計画 

の進行管理、 

 

 

《構成》事務局長、事務局次長、 

総務担当主査、 

地域福祉担当主査 等 

《役割》中期経営計画の原案策定 

《構成》事務局長、事務局次長、 

各担当主査 等 

《役割》計画の進捗確認、評価のまとめ、 

    事業評価 

《構成》各部署リーダー級、 

現場担当者 他 

《役割》ケース共有、 

連携強化に関する事項 

《構成》部署のリーダー級（主査等）、 

    現場担当者 他 

《役割》評価作業のとりまとめ、 

    年度事業計画及び発展・強化

計画に係る各種作業 

《役割》年度事業計画及び発展・強

化計画に基づく事業推進、

評価作業 
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１【基本理念】 

 

 

 

 

２【基本方針】 

基本方針 重点項目 

（１） 包括的な支援体制づくりの 

推進 

１ 断らない相談支援の充実と包括

的な支援の推進 

２ 社協内連携による職員の専門性 

・知識の向上 

（２） 地域福祉を担う人材の育

成・確保と地域づくりの推進 

３ ふくし教育の推進とこれからの 

地域を担う人材の育成 

４ 広報活動・情報発信力の強化 

５ 多機関協働・連携の要としての 

機能強化 

（３） 働きやすい職場環境の整備 
６ 働きやすい職場づくりの推進 

７ 業務の合理化・効率化 

（４） 経営基盤の強化 
８ ＢＣＰ（事業継続計画）の策定 

９ 内部統制機能の強化 

10 財源の確保 

 

 

３【行動指針】 

 

 

  

人が人をささえ、みんなにやさしい、元気なまち 

地域をつなぎ ともに地域を変える 狭山市社協 

Ⅱ 計画の体系（全体像） 
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１ 基本理念 

「人が人をささえ、みんなにやさしい、元気なまち」 

 

 本計画の基本理念は、第５期狭山市地域福祉計画、第５期狭山市地域福祉活動計画の基本

理念と共通するものとして定めています。 

 ３つの地域福祉に関連する計画が基本理念を統一して、社会福祉法第４条に規定する地

域福祉の推進を図ることで、「ふ（ふだんの） く（くらしの） し（しあわせ）」（※５）

を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

（※５）ふ（ふだんの） く（くらしの） し（しあわせ） 

 地域福祉、児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉などで使う「福祉」という言葉は、本来は

「福」の字も「祉」の字も「しあわせ」を意味していますが、「してあげる」や「与えられ

る」といった弱者救済のイメージを持つ人もいます。そこで、「福祉」を平仮名で「ふくし」

と記述し、「『ふ』だんの、『く』らしの、『し』あわせ」と言い換え、誰もが共通した「しあ

わせ」の意味を持つ言葉として埼玉県の福祉教育から広がった言葉です。 

普段の暮らしの主人公は、他の誰でもない「わたし」です。普段の暮らしを幸せにするた

めには、「わたし」自身が幸せであることが不可欠です。この「わたし」からはじまって、

家族がいて、友達がいて、学校があり、ご近所があって、と同心円に広がっていくと、他人

事ではない、「わたし発のふくし」がはじめられます。これからの地域づくりを考えていく

ためには、「ふくし」を進めていくことが大切とされています。 

地域福祉 

の推進 

地域福祉 

計画 

地域福祉 

活動計画 

社協中期 

経営計画 

狭
山
市 

狭山市社協 

地
域
住
民
、
団
体
、 

社
会
福
祉
法
人
な
ど 

ふ（ふだんの） く（くらしの） し（しあわせ） 
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２ 基本方針 

 全国社会福祉協議会が作成した「市町村社協経営指針」では、市町村社協の今後の組織運

営のポイントとして「あらゆる地域生活課題への対応と地域のつながりの再構築（包括的な

支援体制づくり）」、「市町村社協内の部門間連携の強化と必要に応じた組織の再編」、「市町

村圏域を超えた広域的な事業・活動の連携・協働の推進」が上げられています。 

 それらを考慮し、本会が目指すべき基本理念を実現するため、中長期の事業運営・組織運

営等の方針として基本方針を位置付けます。 

基本方針（１） 包括的な支援体制づくりの推進 

基本方針（２） 地域福祉を担う人材の育成・確保と地域づくりの推進 

基本方針（３） 働きやすい職場環境の整備 

基本方針（４） 経営基盤の強化 

 

 

３ 行動指針 

「地域をつなぎ ともに地域を変える 狭山市社協」 

 

 全国社会福祉協議会が作成した社協職員行動原則（※６）では、社協職員としての価値観

や使命感について「尊厳の尊重と自立支援」、「福祉コミュニティづくり」、「住民参加と連携・

協働」、「地域福祉の基盤づくり」、「自己研鑽、チームワーク、チャレンジ精神」、「法令順守、

説明責任」が掲げられています。 

 地域福祉を推進する中核的な組織である社協の職員として、組織を単なる福祉サービス

提供団体から、地域共生社会を推進するエンジンへと進化させていく必要があります。それ

らを踏まえ本会職員一人ひとりが業務遂行にあたり基本理念の達成を意識し、基本方針に

基づく重点項目を推進していくための土台として行動指針を設定しました。 

 

 

                                          

 

（※６）社協職員行動原則 

 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会が、社協職員としてのアイデンティティ確立を

図るため、平成２３年に「社協職員行動原則―私たちがめざす職員像―」として策定したも

の。社協職員が共有し、そして社協職員一人ひとりが主体的に取り組むべき課題やめざすべ

きあり方を、社協職員はもとより、社協内外の関係者に対して明文化し、社協活動の活性化

を図ることを目的としています。  
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基本方針（１） 包括的な支援体制づくりの推進 

１ 断らない相談支援と包括的な支援の推進 

 社会構造の変革等により、地域住民が抱える生活課題が複合化・複雑化し、従来の属性別

の支援体制では対応が困難な状況が増えています。 

 本会では、平成３１年度から支部社協の担当職員をＣＳＷ（コミュニティソーシャルワー

カー）（※７）兼第２層生活支援コーディネーター（※８）として配置（兼務）し、個別支

援と地域支援を進めています。また、生活困窮者自立支援事業や地域包括支援センターなど、

様々な相談支援部門が包括的な相談に対応しています。今後、本会内の相談支援の入口とし

ての「断らない相談支援」（※９）を推進するほか、相談者の状況を踏まえた「伴走型支援」

（※１０）として対応していきます。併せて、出口としての課題解決につなげるため、本会

内部の連携の強化を進めるとともに、相談から見えてきた地域生活課題に対する社会資源

の開発について検討していきます。 

 

【具体的な取り組み】 

●相談支援部門による「断らない相談支援」「伴走型支援」 

 ・市や地域包括支援センターなどと連携・協働しながら、課題を抱える住民の「最後の砦」

として機能できるよう、相談支援部門による「断らない相談支援」「伴走型支援」を推進

します。 

・「断らない相談支援」「伴走型支援」を適切に行うために、担当者のアセスメント力を高

めていきます。 

 ・担当者任せにしない、また、担当者を孤立化させないためのチームアプローチを推進し

ます。 

●ＣＳＷによる取り組み強化 

 ・アウトリーチによる相談支援を充実するとともに、地域福祉のハブとしての機能を強化

し、多職種連携・他機関協働による課題解決力の向上に努めます。 

 ・相談支援だけでなく、参加支援、地域づくり支援も含めた包括的な支援を展開します。 

●社会資源の開発 

 ・各相談支援部門で個別支援を進める中で見えてきた地域生活課題に対して、既存事業の

見直しや新たな取り組みの検討・開発を進めます。 

                                          

 

  

Ⅲ 重点項目の取り組み 
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（※７）ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー） 

 地域を基盤として活動し、地域の中で支援につながらず困っている方を発見し、支援しま

す。従来の制度や法の枠組みでは十分に対応できない、いわゆる「制度の狭間」で困りごと

を抱える人に寄り添いながら、ニーズの共通性に着目し、地域の生活課題の解決に向け、地

域住民と協働して新しい仕組みづくりに取り組む専門職です。 

（※８）生活支援コーディネーター 

 介護保険法における生活支援体制整備事業を行うためのコーディネート業務を行う者で

あり、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地

域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート（資源

開発やネットワークの構築等）を行う専門職です。対象圏域に応じて、市町村全体を担当す

る第１層生活支援コーディネーターと、日常生活圏域を担当する第２層生活支援コーディ

ネーターとに別けられ、狭山市は第１層生活支援コーディネーター、第２層生活支援コーデ

ィネーターともに本会職員が担っています。 

（※９）断らない相談支援 

 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築にあたり、「断らない相談支援」がキ

ーワードの１つとなっています。地域包括支援センターや生活困窮者自立支援事業相談窓

口などにおいて、「制度の狭間」を生まないよう、できる限り幅広く相談を受け止め、その

部署で支援をするのか、他の支援機関につなげるのかを検討する、相談の入り口として相談

支援部門に求められている姿勢のことです。なお、相談者が抱える全ての課題を、１つの部

署で支援するものではありません。 

（※１０）伴走型支援 

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築にあたり、「伴走型支援」がキーワー

ドの１つとなっています。相談者の不安や課題等に寄り添い、他機関や他制度の支援者との

連携・協働を図ることや相談者の状況に応じた段階的かつ継続的に関わる等の中長期的な

アプローチのことです。 
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２ 社協内連携による職員の専門性・知識の向上 

 本会には色々な知識・経験を持つ職員が存在します。「ふくし」を推進していくためには、

そうした職員の知識・経験や伝手（ツテ）などを活用して、課題解決力を高めるとともに、

社協内連携を一層進め、職員の専門性・知識の向上に努めます。併せて、職員の孤独化・孤

立化による離職やモチベーションの低下の防止を図ります。 

 また、ＩＣＴの活用による相談支援のデジタル化や業務の標準化を行うことで、相談支援

の質を担保できるように努めます。 

 

【具体的な取り組み】 

●職員間の内部研修の実施 

 ・職員一人ひとりが持つ知識・経験を他の職員に伝える場としての内部研修を実施するこ

とで、職員の専門性・知識の向上に努めます。 

●情報共有・ケース検討を中心とした部門間連携会議等の充実 

 ・一つの相談支援部門だけで課題解決を図ることが難しい相談については、担当職員が一

人で抱え込まないよう、所属職員が柔軟に参加できるような情報共有・ケース検討を中心

とした部門間連携会議を開催するなど、本会内部の連携の仕組みを充実させます。 

 ・各部署のグループリーダーを中心に、グループ間の情報共有の仕組みを充実させます。 

●相談支援のデジタル化の推進やマニュアルの整備 

 ・どの職員でも最低限同じ対応ができるように、また、担当者不在でも状況が確認できる

よう、業務マニュアルの整備や相談記録のデジタル化を推進します。 

 ・時間を問わず、いつでも相談できるよう、ＩＣＴを活用した相談支援のあり方を検討し

ます。 
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基本方針（２） 地域福祉を担う人材の育成・確保と地域づくりの推進  

３ ふくし教育の推進とこれからの地域を担う人材の育成 

 既存の地域福祉活動団体において、地域福祉活動の担い手不足に加え、構成員の高齢化や

活動者の固定化が課題になっています。 

地域福祉の推進を図る人材を育成していくための福祉教育については、「地域福祉（社協

活動）は、福祉教育に始まり、福祉教育に終わる。」という言葉があるほど、地域福祉の推

進を図る上では重要な取り組みです。世代や生活上での障害の有無を問わず、地域での「ふ

くし」に関する理解者を増やすための、「ふくし」の裾野を広げる「ふくし教育」の推進が

必要です。 

 併せて、住民参加（※１１）はするが、住民主体（※１１）は避ける風潮もある中で、こ

れからの地域を担う主体的な人材の育成が喫緊の課題となっています。 

 

【具体的な取り組み】 

●「ふくし」の裾野を広げる講座等の開催とフォローアップ支援 

 ・農業・教育・情報通信・建築・動植物の世話など従来の福祉とは異なる分野との連携・

協働を含め、自身の生活の役に立ちつつ、仲間づくりと社会貢献ができるような人材育成

の場として、気軽に無理なく参加できる入り口としてのボランティア講座等を実施し、ま

た、終了後のフォローアップも行うことで実際の活動に結びつけるなど、地域住民の「ふ

くし」への関心を高めます。 

●これからの地域を担う人材の育成 

 ・さやま市民大学をはじめとする「まちづくり」分野、教育分野との協働も視野に、地域

課題や社会課題について主体的に学び、検討する機会を設け、これからの地域を担う人材

の育成に努めます。 

●災害時対応を視野に入れた平時からの協力体制の構築 

 ・青年会議所や企業・学校などと災害時対応を視野に入れた協力体制の構築を図る中で、

平時の「ふくし」にも関わってもらえる仕組みを検討します。 

 

 

                                         

 

（※１１）住民主体と住民参加 

 住民主体とは、住民たちが自らのニーズを自分たちが中心となって動きながら具体化さ

せていくこと。近年、地域福祉だけではなく、介護保険、障害福祉サービス、権利擁護支援

など様々な分野で「住民主体の（助け合い）活動」が求められてきています。 

 住民参加とは、既にできあがっている組織にただ加わるだけの段階のことを指します。  
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４ 広報活動・情報発信力の強化 

 本会の地域住民への広報活動については、広報誌の発行をはじめ、ホームページ、

Facebook、Instagram、YouTube などを活用した取り組みも行っていますが、閲覧・視聴件数

が伸びていない状況です。 

 そのため、見る人や情報を探す人視点での広報活動や情報発信の在り方について検討を

進め、見てもらいやすい・伝わりやすい広報活動・情報発信に努めます。併せて、地域の活

動を積極的に取り上げることで、活動への理解者や応援者を増やすことができるよう努め

ていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

●広報誌やホームページ・ＳＮＳとの情報の連動性 

 ・住民の社会参加意欲を高めるために、ナッジ理論（※１２）を活用したメッセージの工

夫など、「伝える」ことから「伝わる」ことを意識した広報活動が展開できるよう努めま

す。 

 ・広報誌やホームページ、ＳＮＳといった広報の繋がりをつくり、情報発信の手段を増や

すのではなく、情報を知る機会を増やしていきます。 

 ・地域の情報を把握し、積極的に取材等をすることで、活動の魅力が伝わるよう、住民主

体の地域福祉活動の啓発に努めます。 

●見る人を意識した情報発信 

 ・小・中学生から大学生や社会人、更には自治会や民生委員・児童委員など、情報を受け

取って欲しい人の年齢層や属性等によって情報発信の手段を変えるなど、見る人を意識

した広報活動の展開に努めます。 

 ・プレスリリースをはじめとする外部メディア等を通じた情報発信、人と人との「つなが

り」を活用した口コミによる情報発信など、情報発信の在り方について意識をした各事業

を展開します。 

●広報活動に関する研修の受講 

 ・広報活動に関する本会職員のスキルアップを図るため、広報活動に関する研修の受講を

推進します。 

 

 

 

                                         

 

（※１２）ナッジ理論 

 行動経済学に基づく理論で、人々が望ましい行動を自発的に選びやすくするための手法

であり、強制や経済的インセンティブを用いずに行動変容を促す考え方のこと。  
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５ 多機関協働・連携の要としての機能強化 

 平成２８年４月から、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」（※１３）が義

務化され、これまでに各法人で培ってきた福祉サービスに関する専門性やノウハウ、ネット

ワーク等を活かした地域づくりが期待されています。狭山市においては各法人での取組は

あるものの、市域でのネットワーク構築に至っていない現状があります。 

 また、近年、企業・公益団体と地域福祉活動団体との連携による取組の相談が本会にも寄

せられることから、企業等と地域福祉活動団体との連携体制の構築が求められています。企

業等の社会貢献活動が活性化するようアプローチをするなど、地域福祉のハブとしての本

会の機能強化をし、多機関協働・連携の要になるよう努めていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

●社会福祉法人による「地域における公益的な取組」に関するネットワークの構築 

 ・市域でのネットワーク構築のための必要性を把握するため、各法人での取組状況につい

て調査を進めます。 

 ・市域でのネットワーク構築に向けた学びや情報交換の機会をつくります。 

 ・（仮称）狭山市社会福祉法人連絡会の創設に向けて検討を進めます。 

●企業等と地域福祉活動団体との連携体制の構築 

 ・企業等の社会貢献活動についての情報収集を行い、企業等へ社会貢献活動についてのア

プローチができるように努めます。 

 ・地域福祉のハブとしての本会の役割を認識し、企業等と地域福祉活動団体との協働・連

携が推進できる体制の構築に努めます。 

 ・企業等と地域福祉活動団体とのマッチングを行い、それらの取組を広報することで、新

たな社会貢献活動への呼び水となるよう努めます。 

 

 

 

 

                                         

 

（※１３）社会福祉法人による「地域における公益的な取組」 

 社会福祉法人改革の一環として、社会福祉法人が本来有する、制度や市場原理で満たされ

ないニーズについても率先して対応する役割が明確化され、次の３つの要件を満たす取組

が「地域における公益的な取組」」として責務化されています。 

 ①社会福祉事業または公益事業を行うにあたって提供される福祉サービスであること 

 ②対象者が日常生活または社会生活上の支援を必要とする者であること 

 ③無料または低額な料金で提供されること  
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基本方針（３） 働きやすい職場環境の整備 

６ 働きやすい職場づくりの推進 

 子育てや介護で職員が離職しないよう、勤務体制の見直しなど、子育て・介護と仕事の両

立支援を推進し、働きやすい職場環境の整備と同時に休職者が出た部署の業務体制・フォロ

ー体制の整備に努めます。 

また、長時間の時間外勤務の抑制や有給休暇の取得推進等を行い、ワーク・ライフ・バラ

ンスのとれる職場環境の整備に努めます。 

併せて、メンタルヘルス対策と推進するとともに、職員の育成として「キャリアプラン」

（※１４）、「メンター制度」（※１５）導入なども検討し、地域福祉を推進する団体として

の職員力の向上を図ります。 

 

【主な取り組み】 

●時間外労働の抑制に関する取り組みの推進 

 ・ノー残業デーの再確認、年休取得の推進や働き方改革に関する職員研修の企画など、ワ

ーク・ライフ・バランスのとれる職場環境の整備に努めます。 

 ・ＩＣＴを活用した時間外労働の精査など、時間外労働を前提としない働き方について検

討します。 

●育児や介護に関する休暇や短時間勤務等の周知 

 ・育児や介護に関する本会の規程等を職員に周知するとともに、休暇や短時間勤務が取得

しやすい職場環境の整備に努めます。 

●職員の健康と心理的安定性に関する取り組みの推進 

 ・職員の心身の健康を維持するために、メンタルヘルスやハラスメントを無くすのための

内部研修を検討・実施するなど、心身の健康の維持のための教育に努めます。 

 ・休職者が出ても、残された職員が過重労働とならないように柔軟な体制を整えます。 

●職員育成に関する方針の検討 

 ・本会としての職員の人材育成に関する方針を定めることなどの検討を進めます。 

                                         

 

（※１４）キャリアプラン 

 職員一人ひとりが自ら描く将来の夢を実現するための具体的な行動計画のこと。仕事に

対するモチベーションの向上などの効果が期待できると言われています。 

（※１５）メンター制度 

所属する上司とは別に、年齢の近い年上の先輩職員や職歴の近い先輩職員が新入職員や

若手職員をサポートする、相談しやすい環境設定を行い、モチベーションの向上等を図る仕

組みのこと。  
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７ 業務の合理化・効率化 

 特定部署や繁忙期に業務が集中しがちで一部の職員に過度な負担増となるケースがある

ほか、受託事業が増加し、職員の兼務も増えてきています。また、社会情勢の変化に合わせ

た本会独自事業も展開していく必要があることから、業務の見直しや合理化・効率化が必要

です。 

 業務遂行方法の標準化や業務の電子化を図り、また、事業評価を行うことで既存事業の見

直しを推進するなど、業務の合理化・効率化を図ります。 

 併せて、事務局の組織機構についても見直しを検討するなど、地域福祉を推進する団体と

しての運営体制の強化を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

●事業評価の実施 

 ・経営的視点から適宜、事業評価を実施し、独自事業・受託事業ともに既存事業の見直し

を検討します。 

 ・一部の職員に業務が集中しないよう、随時、業務負担の在り方について見直しを行い、

業務遂行方法の標準化を図ります。 

●業務の電子化・効率化 

 ・業務システムを活用した業務の合理化・効率化を引き続き推進し、職員が地域に出て活

動する時間を増やします。 

 ・複数担当制を推進し、一人の担当者だけに任せない仕組みを構築します。 

●事務局組織機構の見直しの検討 

 ・社会福祉会館と狭山市駅東口事務所に分かれている地域福祉担当の在り方について地

域福祉推進部門と相談支援部門の担当制に見直しを検討するなど、地域福祉を推進する

団体としての運営体制の強化や体制整備に努めます。 

 ・指定管理者としての施設運営や介護保険事業・障害福祉サービス事業（以下「介護保険

事業等」という。）について、本会が事業を実施する意義について再確認をし、事業の在

り方を検討します。 
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基本方針（４） 経営基盤の強化 

８ ＢＣＰ（事業継続計画）の策定 

 近年、各地で大規模災害が発生しています。大規模災害が発生した場合、狭山市地域防災

計画に基づき、狭山市と連携して災害ボランティアセンターを立ち上げるとともに、本会の

事業再開についても進めていくことが必要となります。現在、介護保険や障害福祉サービス

の部門においては、ＢＣＰ（事業継続計画）（※１６）を策定しているものの、法人として

のＢＣＰについては策定できていません。 

そのため、通常業務の実施が困難となるような大規模災害等が発生した際の事業継続の

ためＢＣＰの策定を進めます。なお、発災時はライフラインの寸断や物流の停滞等の大きな

制約のもと事業を展開する必要があります。 

 

【具体的な取り組み】 

●ＢＣＰ（事業継続計画）の策定及び周知 

 ・本会としての策定方針に基づき、各部署の現場担当者を中心としたプロジェクトチーム

を作り、計画の策定に取り組みます。なお、原案作成時においては、情報収集、被害の想

定、組織体制、業務再開の流れとそれに要する時間等を検討します。 

 ・策定したＢＣＰ（事業継続計画）については、職員に周知するとともに、定期的に見直

しを検討します。 

●職員参集訓練など緊急事態を想定した平常時の訓練の検討 

 ・災害時に職場に職員が不在となることも想定し、様々な発災時を想定した職員参集訓練

などの実施を検討します。 

●防災対策機材の整備 

 ・災害時に最低限のライフラインを確保して事業再開が早期にできるよう、必要な機材を

想定し、順次、機材整備を進めます。 

 

 

 

 

                                         

 

（※１６）ＢＣＰ（事業継続計画） 

 Business Continuity Plan の略で、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭

遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるい

は早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のため

の方法、手段などを取り決めておく計画のこと。  
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９ 内部統制機能の強化 

 全国的に見ると福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）や法人後見事業等で

預かっている利用者の通帳から不正にお金を引き出す事件、団体事務で預かっている通帳

から不正にお金を引き出す事件と社会福祉協議会による事件は発生しており、社会福祉協

議会としての信頼を継続していくためには内部牽制体制が必要されています。社会的責任

の高さから「改訂：市区町村社協事務局長の出納業務に関する 10 のチェックポイント」や

「日常生活自立支援事業における不正防止のポイント」等、全国社会福祉協議会から不祥事

故防止にかかる体制整備が求められています。 

 

【具体的な取り組み】 

● 内部統制機能の強化 

 ・福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）や法人後見事業等で預かっている

利用者の通帳確認を定期的に行い、預貯金残高の照合などのチェックを行います。 

 ・団体事務で預かっている通帳確認を定期的に行い、預貯金残高の照合などのチェックを

行います。 

 ・本会事務所にあるすべての金庫の責任者を明確にし、定期・不定期に点検を行います。 

 ・内部通報窓口やハラスメント相談窓口の明確化をし、本会内の内部統制機能の整備に努

めます。 

● コンプライアンスの遵守 

 ・顧問会計士による会計業務の定期点検を継続して行います。 

 ・個人情報の漏洩・紛失事故防止のための研修、社内規程に関する内部研修を行い、不正

行為に対する認識を確立する管理体制の整備に努めます。 

 ・広報活動を行う上で、インターネット上の写真やイラストは発行元の確認を行い、著作

権侵害・肖像権の権利侵害とならないよう配慮します。 
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１０ 財源の確保 

 持続可能な組織を目指すため、本会の職員一人ひとりが法人全体と各担当事業の財務状

況について把握し、財源の確保について意識することが必要です。 

 本会の財源については、補助金・受託金のほか、会員会費や赤い羽根共同募金・寄付金と

いった浄財と、介護保険等の収益から成り立っています。そのために、補助金・受託金につ

いては、狭山市等へその必要性を理解していただくとともに、地域福祉推進の貴重な財源で

ある会員会費や赤い羽根共同募金・寄付金については、自治会をはじめ、地域住民からの一

層の理解が得られるように推進方法の検討が必要です。 

 併せて、新たな自主財源の確保も検討をしていくことが必要です。 

 

【具体的な取り組み】 

●職員に対する財務状況についての意識付け 

 ・職員一人ひとりが本会の職員であるとの自覚を持ち、各担当事業の財源について意識し

て事業を展開します。 

●補助金・受託金に対する狭山市等への働きかけ 

 ・人件費や物価の高騰に適応するため、補助金や受託金の確保に努めつつ、法人の持続可

能な運営に努めます。 

 ・本会との協働が狭山市等にとっても魅力となるよう、本会の価値を高めていきます。 

●会員会費や赤い羽根共同募金・寄付金等への理解の促進 

 ・会員会費や赤い羽根共同募金・寄付金の必要性について自治会等の協力をいただきなが

ら幅広く周知を図るとともに、より効果的な募金方法について検討します。 

 ・地域住民の浄財である財源を使って助成している地域福祉活動団体等からの「ありがと

うメッセージ」を地域住民に届ける方法について検討します。 

●新たな財源確保についての検討 

 ・クラウドファンディング（※１７）型の事業の実施など、財源と事業とを紐づけた事業

の展開について検討します。 

 ・有料広告の募集や遺贈寄付・相続財産寄付（※１８）などについて検討します。 

 

                                         

 

（※１７）クラウドファンディング 

 インターネットを通じて不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、趣旨に賛同した人から

資金を集める方法のこと。 

（※１８）遺贈寄付・相続財産寄付 

 遺言に基づく寄付や相続人からの相続財産の寄付のこと。寄付者は、公益法人への寄付と

して相続税の控除が受けられます。  
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１ 狭山市社会福祉協議会 組織図（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ⅳ 資料 
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２ 社協職員行動原則－私たちがめざす職員像－ 

 

「社協職員行動原則―私たちがめざす職員像―」 

平成 23 年 5 月 18 日 

全国社会福祉協議会 

地域福祉推進委員会 

 

 社会福祉協議会は、その法定化以来、住民主体による地域福祉の推進をめざし、制度だけで

は対応しづらい様々な福祉問題に対して福祉サービスや相談援助などの個別支援と地域におけ

る協働による解決を重視して、住民が主人公となる社会福祉のあり方を追求してきました。 

私たちは社会福祉協議会法定化６０周年を期に、これまで築き上げてきた社協職員としての価

値観や使命感を「社協職員行動原則」として共有し、誇りをもって行動します。 

【尊厳の尊重と自立支援】 

１．私たちは、人々の尊厳と自己決定を尊重し、その人が抱える福祉問題を解決し、住み慣れ

た地域でその人らしく暮らすことができるよう最善を尽くします。 

○人々の尊厳と基本的人権を尊重し、援助を必要とする人々が心豊かに地域社会の一員として生活が

継続できるよう支援します。 

○個別の支援にあたっては、常に相手の立場に立ち、その人らしく生活できるように自己決定を尊重

し、自立に向かうよう支援します。 

【福祉コミュニティづくり】 

２．私たちは、住民が身近な地域における福祉について関心をもち、福祉活動に参加する住民

主体による福祉コミュニティづくりをめざします。 

○様々な機会を通じて、住民が身近な地域で相互に交流し、また地域の福祉問題に目を向け、話し合

いや学び合う場づくりをすすめ、自らも積極的に参加します。 

○住民自らが身近な地域において支え合いや支援活動に参加する福祉コミュニティづくりを意識的、

計画的に取り組みます。 

【住民参加と連携・協働】 

３．私たちは、住民参加と地域の連携・協働により業務を行うことを心がけ、地域に根ざした

先駆的な取り組みを応援し、地域福祉を推進する実践や活動を広げます。 

○社協が住民組織、社会福祉施設、民生委員・児童委員、ボランティアやＮＰＯなどあらゆる地域の

関係者による地域福祉をすすめる協働・協議の場（プラットフォーム）をつくる役割があることを

理解し、あらゆる業務において、住民参加と地域における多様な組織や活動との連携・協働を心が

けます。 

○地域の先駆的な取り組みを発掘・応援し、また、福祉活動に取り組む人々の育成に努め、地域福祉

を推進する活動や実践を広げます。 
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【地域福祉の基盤づくり】 

４．私たちは、福祉課題を地域全体の問題として捉え、新たな事業や活動の開発、提言活動や

計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。 

○地域の実情を常に把握し、そこで捉えた福祉課題を地域全体の問題として捉え、先駆性を持って事

業や活動の開発や改善に取り組み、さらに提言活動や改善運動を行い問題解決に向けたアクション

につなげます。 

○地域福祉計画、地域福祉活動計画の策定などの機会を捉え、福祉・保健・医療の連携によるよりよ

い制度づくりや地域福祉の財源づくり、福祉コミュニティの実現など地域福祉の基盤づくりの取り

組みに積極的に参画します。 

【自己研鑽、チームワーク、チャレンジ精神】 

５．私たちは、自己研鑽を重ね、職員同士のチームワークと部門間の連携をすすめ、チャレン

ジ精神をもって業務を遂行します。 

○社協職員としての自覚をもち、自己研鑽に努め専門性を高めます。また、職員同士と部署間の情報

共有に努め、互いの役割を認識し協働しあえる環境をつくり、チームワークにより業務を遂行しま

す。 

○常に地域の福祉問題に目を向け、チャレンジ精神や先駆性をもって業務をすすめます。また、自ら

の業務の評価と改善に努め、コスト意識をもって効果的で効率的な業務を遂行します。 

【法令順守、説明責任】 

６．私たちは、法令を遵守し、自らの組織や事業に関する説明責任を果たし、信頼され開かれ

た社協づくりをすすめます。 

○関係法令の遵守はもちろん、社会的規律や職場内ルールにのっとった行動をします。 

○職務上知り得た個人情報は、関係法令に基づき適切に対応します。また、プライバシーを尊重し、

関係者との情報共有の際には、定められた手続きに基づき適切に対応し、その秘密を保持します。 

○住民や関係者に対して、社協の業務について充分な説明責任を果たすとともに、情報公開に努めま

す。 
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